
日本下水道協会群馬県支部からのお知らせ 

 

 

『下水道排水設備工事責任技術者』の資格更新をお忘れなく！ 

 
平成２０年度より責任技術者の資格に有効期限（５年）が設けられることになりま

した。期限後も資格を保持していくには資格の更新が必要であり、更新は県支部が行

う更新講習の受講が条件となります。 

これに伴い、平成１９年度以前の試験に合格し責任技術者となった方は、制度改正

による経過措置としての講習が設けられることになりました。この講習は平成２０年

度から５年間かけて行われ、対象となる責任技術者はこの期間のうちに１回講習を受

けてもらうものです。（以後、５年毎に更新講習を受講） 

 この間（平成２０年度～２４年度）に更新講習を受講しないと資格が失効となりま

すので、各指定工事店におかれましては、自社の責任技術者の資格更新の状況にご注

意いただきますようお願い申し上げます。 
 

 

●指定工事店の留意事項 

自社の責任技術者が遺漏なく更新講習を受講できるよう、更新講習の仕組みについ

て理解していただき、責任技術者への指導等をよろしくお願いします。 

 

１ 更新講習の流れ 

①『平成１９年度以前の試験に合格して資格を取得した責任技術者』 

     

 

②第１回(２０年度)～第５回(２４年度)の更新講習のうち１回受講 

   ※受講する年度は免状番号順に割り振られ、該当者の住所に案内通知を送付 

     

  

 

③更新講習を受講すると          

 

 

 

 

受講しないままでいると 

 

 

 

 

     失効について 

①未受講者は理由に係らず失効となります。 

②再度資格を得るには、改めて試験を受け合格する必要があります。 

③失効した責任技術者名で指定店申請がされていると、指定店としての

指定も「無効」となります。 
 
２ 未受講者がいたときは 

⇒免状番号１～１３５０の未受講者は、第５回（２４年度）の受講となります。 

⇒免状番号１３５１～２８５０の未受講者は、第３回（２２年度）に再通知 

されます。 

 

通知が届いていないときは 

   ⇒住所・氏名等が変わっていないか確認してください。 

○転居等の情報が県支部へ来ていない可能性があります。 

○責任技術者は、住所・氏名・勤務先に変更があったときは、＜変更届＞を県

支部へ提出しなければなりません。＜変更届＞は日本下水道協会群馬県支部

ホームページからダウンロードできます。 

 

 

●更新講習の年次計画 

開催年度 更新講習受講対象者  

第１回（２０年度） 免状番号１～１３５０ ※終了 

第２回（２１年度) 免状番号１３５１～２８５０ ※終了 

第３回（２２年度） 免状番号２８５１～  

第４回（２３年度）   

第５回（２４年度） 
 ※経過措置講習終了 

※未受講者資格失効 

第６回（２５年度） 
①２０年度試験で資格取得した責任技術者

②２０年度に更新講習を受けた責任技術者 

 

第７回（２６年度） 
①２１年度試験で資格取得した責任技術者

②２１年度に更新講習を受けた責任技術者 

 

※以後同様に続く 

 
 
●問い合わせについて 

ご不明な点がある際は、各市町村の下水道担当課又は日本下水道協会群馬県支部事

務局（高崎市下水道局総務課内・電話０２７－３２１－１２６３）へお問い合わせく

ださい。 

従来の免状に代わる 

＜下水道排水設備工事責任技術者証＞ 

を交付 

 
２４年度をもって資格失効 


